
(57)【要約】

処理ユニット（８）は、連続するシート（１）上のコー

ドバーの形の案内マーク（４）を検出する読み取り装置

（７）から情報を収集する。このシート（１）は、テー

ブル（２）上でドラム（３）に導かれる。処理ユニット

は、互いに異なる印刷技術で機能する２つ又はそれ以上

の標識付与装置の全ての部材（５１、５２、５３、６１

、６２、６３）に制御信号を送ると共に、認証データベ

ースを形成するように、プログラムされている。装置（

５）は機械的活版印刷技術で機能する。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 証 券 用 紙 上 に 複 合 識 別 標 識 を 付 与 す る た め の 方 法 で あ っ て 、 各 複 合 識 別 標 識 が 、 順 次 に
配 分 さ れ る 第 一 の 英 数 字 識 別 標 識 と 、 少 な く と も 一 つ の 第 二 の 識 別 標 識 と か ら な り 、 前 記
第 一 の 識 別 標 識 と 前 記 少 な く と も 一 つ の 第 二 の 識 別 標 識 と が 決 定 規 則 に よ っ て 結 び 付 け ら
れ て お り 、 前 記 第 一 の 識 別 標 識 が 第 一 の 標 識 付 与 部 署 に よ っ て 付 与 さ れ 、 前 記 第 二 の 識 別
標 識 が 第 二 の 標 識 付 与 部 署 に よ っ て 付 与 さ れ 、 複 数 組 の 証 券 用 紙 が 前 記 第 一 の 標 識 付 与 部
署 及 び 第 二 の 標 識 付 与 部 署 と 連 続 的 に 標 識 付 与 に つ い て 関 係 付 け ら れ る 方 法 に お い て 、 前
記 第 一 及 び 第 二 の 標 識 付 与 部 署 が 、 認 証 デ ー タ ベ ー ス を 使 用 す る 共 通 の 処 理 ユ ニ ッ ト に よ
っ て 制 御 さ れ 、 該 認 証 デ ー タ ベ ー ス が 、 各 第 一 の 英 数 字 識 別 標 識 に 前 記 少 な く と も 一 つ の
第 二 の 識 別 標 識 の 一 つ を 関 連 付 け 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト が 前 記 第 一 及 び 第 二 の 標 識 付 与 部 署
に 対 し 連 続 的 に 順 序 付 け さ れ た 制 御 信 号 を 発 し 、 そ れ に よ り 、 各 標 識 付 与 部 署 が 、 順 次 決
定 さ れ た 標 識 を 各 証 券 用 紙 上 に 形 成 す る よ う に し 、 該 標 識 が 、 他 の 標 識 付 与 部 署 に よ り 該
証 券 用 紙 上 に 形 成 さ れ る 標 識 と 一 緒 に 複 合 標 識 を 形 成 可 能 で あ り 、 前 記 少 な く と も 一 つ の
第 二 の 標 識 と 前 記 第 一 の 標 識 と が 前 記 規 則 に よ っ て 互 い に 対 応 し て い る 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 一 の 標 識 付 与 部 署 と 第 二 の 標 識 付 与 部 署 と が 互 い に 異 な る 標 識 付 与 技 術 を 使 用 す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 一 の 識 別 標 識 と 前 記 第 二 の 識 別 標 識 と が 同 一 の 可 視 部 分 を 共 有 し て お ら ず 、 各 第
二 の 識 別 標 識 が 、 前 記 規 則 に よ っ て 又 は 前 記 認 証 デ ー タ ベ ー ス に 記 憶 さ れ た 一 連 の デ ー タ
に よ っ て 、 一 義 的 に 決 定 さ れ る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 各 完 全 な 複 合 識 別 標 識 に 含 ま れ る 前 記 第 一 の 識 別 標 識 が 機 械 的 活 版 印 刷 工 程 に よ っ て 形
成 さ れ る 請 求 項 １ か ら ３ ま で の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 各 完 全 な 複 合 識 別 標 識 に 含 ま れ る 他 の 識 別 標 識 が レ ー ザ 式 標 識 付 与 工 程 、 イ ン ク ジ ェ ッ
ト 工 程 、 活 版 印 刷 工 程 、 又 は エ ン ボ ス 工 程 に よ っ て 形 成 さ れ る 請 求 項 ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 複 数 組 の 証 券 用 紙 が 、 個 々 の 証 券 用 紙 が 行 及 び 列 に 配 分 さ れ 互 い に 隣 接 す る フ ィ ー
ル ド を 占 め て い る シ ー ト の 形 の 集 合 体 で あ り 、 各 標 識 付 与 部 署 が 複 数 の 構 成 要 素 標 識 付 与
装 置 を 具 備 し て お り 、 各 標 識 付 与 装 置 の 作 動 領 域 が 一 つ の 列 に 対 応 し て お り 、 前 記 処 理 ユ
ニ ッ ト に よ っ て 発 せ ら れ る 制 御 信 号 が 互 い に 異 な る 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 に 分 配 さ れ 、 各
構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 に よ り 受 信 さ れ る 信 号 が 、 前 記 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 の 位 置 の 関 数
と し て 前 記 認 証 デ ー タ ベ ー ス に よ り 順 次 生 成 さ れ る 請 求 項 １ か ら ５ ま で の い ず れ か 一 項 に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 各 シ ー ト の フ ィ ー ル ド が 、 刷 り 込 み が 行 わ れ て 前 記 証 券 用 紙 の 基 本 デ ザ イ ン が 形 成 さ れ
た 後 に 、 ミ ス プ リ ン ト に つ い て 検 査 さ れ る と 共 に 、 ミ ス プ リ ン ト の あ る フ ィ ー ル ド の 位 置
が 記 録 さ れ る よ う に な っ て お り 、 一 時 デ ー タ ベ ー ス を 形 成 す る た め に 、 案 内 マ ー ク が 各 シ
ー ト と 前 記 シ ー ト の 前 記 ミ ス プ リ ン ト の 記 録 と に 関 連 付 け ら れ 、 該 一 時 デ ー タ ベ ー ス が 前
記 認 証 デ ー タ ベ ー ス に 結 合 さ れ 、 そ れ に よ り 、 前 記 基 本 デ ザ イ ン の ミ ス プ リ ン ト が 確 認 さ
れ た フ ィ ー ル ド に お け る 、 前 記 標 識 付 与 装 置 の 全 て の 構 成 要 素 に よ る 識 別 標 識 の 完 成 が 、
前 記 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 発 せ ら れ る 前 記 制 御 信 号 で も っ て ス キ ッ プ さ れ る よ う に す る 請
求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 一 組 の 証 券 用 紙 上 に 完 全 な 複 合 識 別 標 識 が 完 成 さ れ た 後 に 、 該 一 組 の 証 券 用 紙 が 前 記 識
別 標 識 の 完 成 を 確 認 す る 検 査 装 置 に 導 か れ る 請 求 項 １ か ら ７ ま で の い ず れ か 一 項 に 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
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　 識 別 標 識 の 完 成 後 に 前 記 シ ー ト が 、 行 及 び 列 に 切 断 さ れ 、 互 い に 分 離 さ れ た 証 券 用 紙 の
順 次 連 続 体 が 形 成 さ れ る よ う に 処 理 さ れ 、 互 い に 分 離 さ れ た 証 券 用 紙 の 順 序 が 前 記 英 数 字
識 別 標 識 の 順 序 に 対 応 す る よ う に 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト の 前 記 制 御 信 号 が 前 記 標 識 付 与 部 署
の 前 記 標 識 付 与 装 置 に 配 分 さ れ る 請 求 項 ６ か ら ８ ま で の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 ミ ス プ リ ン ト が 前 記 順 次 連 続 体 か ら 省 か れ 、 次 い で 前 記 証 券 用 紙 の 連 続 体 が ス テ ー プ ル
留 め さ れ て 束 ね ら れ る 請 求 項 ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 証 券 用 紙 に 複 合 識 別 標 識 を 付 与 す る た め の 装 置 で あ っ て 、 各 複 合 識 別 標 識 が 、 順 次 に 配
分 さ れ る 第 一 の 英 数 字 識 別 標 識 と 、 決 定 規 則 に よ っ て 結 び 付 け ら れ た 少 な く と も 一 つ の 第
二 の 識 別 標 識 と か ら な り 、 該 装 置 が 、 第 一 の 標 識 付 与 部 署 及 び 少 な く と も 第 二 の 標 識 付 与
部 署 を 具 備 し た 装 置 に お い て 、 前 記 第 一 及 び 第 二 の 標 識 付 与 部 署 が 、 認 証 デ ー タ ベ ー ス を
使 用 す る 共 通 の 処 理 ユ ニ ッ ト に 接 続 さ れ る と 共 に 該 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 制 御 さ れ 、 該 認
証 デ ー タ ベ ー ス が 、 各 第 一 の 英 数 字 識 別 標 識 に 前 記 第 二 の 識 別 標 識 の 一 つ を 関 連 付 け 、 前
記 第 一 及 び 第 二 の 標 識 付 与 部 署 に 対 し 連 続 的 に 順 序 付 け さ れ た 制 御 信 号 を 発 し 、 そ れ に よ
り 、 各 標 識 付 与 部 署 が 、 順 次 決 定 さ れ た 標 識 を 各 証 券 用 紙 上 に 形 成 す る よ う に し 、 該 標 識
が 、 他 の 標 識 付 与 部 署 に よ り 該 証 券 用 紙 上 に 形 成 さ れ る 標 識 と 一 緒 に 複 合 標 識 を 形 成 可 能
で あ る 手 段 を 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト が 有 し 、 各 証 券 用 紙 の 前 記 少 な く と も 一 つ の 第 二 の 標 識 と
前 記 第 一 の 標 識 と が 前 記 規 則 に よ っ て 互 い に 対 応 し て い る 、 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 一 の 標 識 付 与 部 署 と 第 二 の 標 識 付 与 部 署 と が 互 い に 異 な る 標 識 付 与 技 術 を 使 用 す
る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 標 識 付 与 部 署 が 、 レ ー ザ 式 標 識 付 与 部 署 、 イ ン ク ジ ェ ッ ト 部 署 、 活 版 印 刷 部 署 、 又
は エ ン ボ ス 部 署 か ら 選 択 さ れ る 請 求 項 １ １ 又 は １ ２ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 各 標 識 付 与 部 署 が 複 数 の 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 を 具 備 し 、 各 標 識 付 与 装 置 の 作 動 領 域 が
一 つ の 列 に 対 応 し て お り 、 制 御 信 号 が 互 い に 異 な る 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 に 分 配 さ れ て 各
構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 に よ り 受 信 さ れ る 信 号 が 、 前 記 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 の 位 置 の 関 数
と し て 前 記 認 証 デ ー タ ベ ー ス に よ り 順 次 生 成 さ れ る よ う に 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト が プ ロ グ ラ
ム さ れ る 、 個 々 の 証 券 用 紙 が 行 及 び 列 に 配 分 さ れ 互 い に 隣 接 す る フ ィ ー ル ド を 占 め て い る
シ ー ト の 形 に ま と め ら れ た 複 数 組 の 証 券 用 紙 を 処 理 す る た め の 、 請 求 項 １ １ か ら １ ３ ま で
の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 一 時 デ ー タ ベ ー ス を 構 成 す る た め に 各 シ ー ト の ミ ス プ リ ン ト を 記 録 す る た め の 手 段 を 具
備 し 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト は 前 記 一 時 デ ー タ ベ ー ス を 前 記 認 証 デ ー タ ベ ー ス に 結 合 で き 、 そ
れ に よ り 、 前 記 基 本 デ ザ イ ン の ミ ス プ リ ン ト が 確 認 さ れ た フ ィ ー ル ド に お け る 、 前 記 標 識
付 与 装 置 の 全 て の 構 成 要 素 に よ る 識 別 標 識 の 完 成 が 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 発 せ ら れ
る 前 記 制 御 信 号 で も っ て ス キ ッ プ さ れ る よ う に し た 請 求 項 １ ４ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 複 合 識 別 標 識 の 完 成 を 確 認 す る 検 査 装 置 を 更 に 具 備 し た 請 求 項 １ １ か ら １ ５ ま で の
い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 証 券 用 紙 に 可 変 デ ー タ を 付 与 す る た め の 方 法 及 び 装 置 の 分 野 に 属 し 、 各 証 券 用
紙 は 、 コ ピ ー 及 び 偽 造 に 対 す る セ キ ュ リ テ ィ を 改 良 す る 、 個 別 化 さ れ た 識 別 標 識 を 有 し て
い る 。 本 明 細 書 に お い て 「 証 券 用 紙 」 と い う 用 語 は 、 主 に 銀 行 券 を 指 す が 、 小 切 手 、 宝 く
じ 券 、 権 利 証 書 な ど 金 融 資 産 価 値 を 有 す る あ ら ゆ る 種 類 の 書 類 も 指 す 。 こ の 列 記 は 限 定 的
な も の で は な い 。 本 明 細 書 に お い て 「 識 別 標 識 」 と い う 用 語 は 、 人 間 の 目 に よ っ て 又 は 特
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定 の 機 械 の み に よ っ て 読 み 取 り 可 能 な 記 号 で あ っ て 、 そ の 特 徴 が 、 フ ァ イ ル に 保 存 さ れ う
る と 共 に 、 各 証 券 用 紙 が 同 種 の 他 の 証 券 用 紙 か ら 区 別 さ れ う る よ う に 変 化 さ れ う る も の を
指 す 。 識 別 標 識 に は 、 例 え ば 、 通 し 番 号 、 コ ー ド バ ー 、 幾 何 学 的 順 序 、 穿 孔 、 磁 気 的 に エ
ン コ ー ド さ れ た 領 域 な ど が 含 ま れ る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 本 発 明 は 、 よ り 具 体 的 に 言 う と 、 証 券 用 紙 に 複 合 識 別 標 識 を 付 与 す る た め の 方 法 で あ っ
て 、 各 複 合 識 別 標 識 が 、 順 次 に 配 分 さ れ る 第 一 の 英 数 字 識 別 標 識 と 、 少 な く と も 一 つ の 第
二 の 識 別 標 識 と か ら な り 、 前 記 第 一 の 識 別 標 識 と 前 記 少 な く と も 一 つ の 第 二 の 識 別 標 識 と
が 決 定 規 則 に よ っ て 結 び 付 け ら れ て お り 、 前 記 第 一 の 識 別 標 識 が 第 一 の 標 識 付 与 部 署 に よ
っ て 付 与 さ れ 、 前 記 第 二 の 識 別 標 識 が 第 二 の 標 識 付 与 部 署 に よ っ て 付 与 さ れ 、 前 記 第 一 の
標 識 付 与 部 署 と 第 二 の 標 識 付 与 部 署 と が 互 い に 同 じ か 又 は 異 な る 標 識 付 与 技 術 を 使 用 し 、
複 数 組 の 証 券 用 紙 が 前 記 第 一 の 標 識 付 与 部 署 及 び 第 二 の 標 識 付 与 部 署 と 連 続 的 に 標 識 付 与
に つ い て 関 係 付 け ら れ る 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 証 券 用 紙 の 偽 造 、 特 に 日 ご と 再 生 の 質 が 上 が っ て い る コ ピ ー 機 を 使 用 し た 再 生 を 困 難 に
す る た め に 、 フ ィ ル ム 、 ラ ベ ル 又 は リ ボ ン の 形 で 画 像 を 適 用 す る こ と に よ っ て 証 券 用 紙 特
に 銀 行 券 に セ キ ュ リ テ ィ 領 域 を 作 る こ と が す で に 知 ら れ て い る 。 こ れ ら の 画 像 は し ば し ば
、 見 る 角 度 に 応 じ て 外 観 を 変 え る と い う 特 性 を 有 す る キ ネ グ ラ ム か ホ ロ グ ラ ム か ら な る 光
学 的 可 変 画 像 で あ る 。 こ れ ら の 画 像 は ホ ッ ト シ ー ル か コ ー ル ド シ ー ル に よ っ て 適 用 さ れ う
る 。 こ の 種 の 画 像 を 、 そ の 他 の 部 分 が 印 刷 済 み の 銀 行 券 の シ ー ト に 適 用 す る た め の 機 械 は
、 例 え ば 欧 州 特 許 出 願 公 開 第 ０ ６ ２ ５ ４ ６ ６ 号 公 報 、 米 国 特 許 第 ６ ， ２ ６ ３ ， ７ ９ ０ 号 明
細 書 、 又 は 米 国 特 許 第 ６ ， ３ ０ ２ ， ０ １ ６ 号 明 細 書 に 説 明 さ れ て い る 。 単 純 な カ ラ ー コ ピ
ー 機 に よ る 偽 造 は 従 っ て も は や 不 可 能 だ が 、 こ の 種 の 画 像 が 添 付 さ れ る と 、 ホ ロ グ ラ ム な
ど を 生 成 で き る 偽 造 者 に よ る 偽 造 を 排 除 で き な い 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 証 券 用 紙 の 識 別 標 識 は し ば し ば 、 書 類 に 印 刷 さ れ た 通 し 番 号 か ら な る 。 通 常 の 通 し 番 号
の セ キ ュ リ テ ィ 効 果 を 向 上 さ せ る た め に 、 欧 州 特 許 出 願 公 開 第 ０ ７ ６ ８ １ ８ ９ 号 公 報 は 、
証 券 用 紙 に 永 久 的 に 付 着 さ れ た 箔 上 の 画 像 の 形 の 付 加 的 セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 、 上 述 の 方 法
を 使 っ て 通 し 番 号 に 関 連 付 け 、 画 像 情 報 が 証 券 用 紙 毎 に 異 な っ て い る こ と を 教 示 し て い る
。 欧 州 特 許 出 願 公 開 第 ０ ７ ６ ８ １ ８ ９ 号 公 報 が 教 示 す る 方 法 に よ れ ば 、 箔 又 は ラ ベ ル 上 の
画 像 情 報 は 、 証 券 用 紙 へ の 箔 の 固 定 工 程 の 後 に 読 み 取 り 装 置 に よ っ て 読 み 取 ら れ る 。 読 み
取 り 装 置 は プ リ ン タ に 命 令 し 、 プ リ ン タ は 例 え ば 通 し 番 号 に 関 連 し て 証 券 用 紙 の 別 の 場 所
に 同 じ 情 報 を 印 刷 す る 。 識 別 標 識 は こ の よ う に し て 複 合 標 識 と な り 、 そ の 再 生 又 は コ ピ ー
は 、 通 常 の 通 し 番 号 だ け の も の の 場 合 、 又 は 用 紙 に よ っ て 変 わ ら な い ホ ロ グ ラ ム 画 像 に 関
連 付 け ら れ た 通 し 番 号 の 場 合 に 比 べ て よ り 困 難 に な る 。 し か し 、 偽 造 の 分 野 に お い て 偽 の
証 券 用 紙 の 時 間 当 た り の 生 産 速 度 が 金 融 管 理 局 の 公 式 の 生 産 プ ラ ン ト に 比 べ て 遅 い で あ ろ
う こ と を 特 に 考 慮 す る と 、 箔 、 リ ボ ン 又 は ラ ベ ル 上 に 情 報 を 例 え ば １ 組 の 英 数 字 と し て 刷
り 込 む こ と が で き る 偽 造 者 は 、 証 券 用 紙 の 他 の 場 所 に 同 じ 一 連 の 英 数 字 を 再 生 す る こ と も
可 能 な の で 、 こ の 公 知 の 提 案 は 満 足 の い く も の で は ま っ た く な い 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 仏 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ７ ３ ３ ４ ５ ７ 号 公 報 は 、 ラ ン ダ ム に 生 成 さ れ る 少 な く と も ９ つ の
記 号 か ら な る 記 号 列 を 各 証 券 用 紙 に 生 成 す る こ と を 教 示 し て い る 。 こ の 記 号 列 は 通 し 番 号
に 加 え て 証 券 用 紙 に 印 刷 さ れ る 。 こ の 二 名 式 情 報 の 組 （ 即 ち 、 通 し 番 号 及 び ラ ン ダ ム な ９
つ の 記 号 の 列 ） は 記 憶 さ れ 、 後 の 認 証 の た め の 認 証 デ ー タ ベ ー ス を 構 成 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 国 際 特 許 出 願 公 開 第 ０ １ /３ ３ ５ １ ４ 号 公 報 は 、 ま ず 、 好 ま し く は 人 間 の 目 に 見 え な い
か 又 は 少 な く と も 人 間 の 目 で 読 み 取 れ な い コ ー ド 化 情 報 を 証 券 用 紙 に 付 与 し 、 そ の 後 、 証
券 用 紙 に 添 付 さ れ た コ ー ド 化 情 報 を 特 定 の 読 み 取 り 装 置 で 読 み 取 っ て こ の 情 報 を デ ー タ ベ
ー ス に 記 憶 し 、 次 い で 可 視 の 通 し 番 号 を 証 券 用 紙 に 付 与 し て こ の 通 し 番 号 も デ ー タ ベ ー ス
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に 記 憶 す る こ と を 教 示 し て い る 。 従 っ て 、 両 方 の 情 報 は 二 名 式 に 記 憶 さ れ 、 後 に 認 証 の た
め に 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 仏 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ６ ９ ８ ９ ８ ５ 号 公 報 は 、 認 可 さ れ た ユ ー ザ の み が 知 っ て い る コ ー
ド に よ り 可 視 ラ ン ダ ム 標 識 か ら 導 出 さ れ る シ ン ボ ル 又 は 番 号 を 使 用 す る 、 小 切 手 を 保 護 す
る た め の 印 刷 及 び 処 理 方 法 を 提 供 す る 。 シ ン ボ ル 又 は 番 号 は 取 り 外 し 可 能 な 層 で 被 覆 さ れ
、 こ の 層 は 決 定 的 に 破 壊 し な い 限 り 取 り 外 す こ と は で き な い 。 ユ ー ザ が 認 可 さ れ た ユ ー ザ
で あ る こ と を 取 り 外 し 可 能 な 層 を 取 り 外 し た と き に 受 取 人 が 確 認 で き る よ う に 、 ユ ー ザ は
小 切 手 を 切 る 際 に 、 隠 さ れ た シ ン ボ ル 又 は 番 号 を 他 の 場 所 に 書 か な け れ ば な ら な い 。 こ の
方 法 は 、 認 可 さ れ た ユ ー ザ 自 身 の 存 在 な し に は 実 施 で き な い の で 、 証 券 用 紙 自 体 で は な く
ユ ー ザ を 認 証 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 欧 州 特 許 出 願 公 開 第 ０ ７ ３ ７ ５ ７ ２ 号 公 報 は 、 バ ー コ ー ド 印 刷 シ ス テ ム を 開 示 し て お り
、 こ の シ ス テ ム は 、 シ ー ト 供 給 ド ラ ム に 対 し て 半 径 方 向 に 位 置 決 め さ れ る バ ー コ ー ド を 印
刷 す る た め の １ 台 又 は そ れ 以 上 の イ ン ク ジ ェ ッ ト プ リ ン タ 又 は レ ー ザ プ リ ン タ を 具 備 す る
。 印 刷 さ れ た シ ー ト の 終 端 は 、 標 識 の 質 を 向 上 さ せ る た め に 一 連 の 把 持 具 及 び 吸 い 込 み ヘ
ッ ド を 介 し シ ー ト 供 給 ド ラ ム に 接 触 さ れ 続 け て い る 。 こ の 公 報 は 、 シ ー ト の 他 の 印 刷 フ ィ
ー ル ド に 関 し て こ の 標 識 を 認 証 す る こ と を 扱 っ て い な い 。
【 発 明 の 開 示 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 の 方 法 及 び 機 械 は コ ー ド 化 さ れ た 情 報 を 読 み 取 っ て 記 憶 す る た め の 読 み 取 り 装 置 を
必 要 と す る 。 従 っ て 、 識 別 標 識 と し て 使 用 可 能 な 情 報 の 多 様 性 に は 限 界 が あ る 。 さ ら に 、
上 記 の 方 法 及 び 機 械 は 、 こ の 情 報 を そ の 後 の 認 証 の た め の デ ー タ と し て 組 み 込 む だ け で 、
製 造 方 法 自 体 の 枠 組 み の 中 で 操 作 パ ラ メ ー タ と し て 組 み 込 ん で い な い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 従 っ て 、 本 発 明 の 目 的 は 、 証 券 用 紙 の 通 し 番 号 と 関 連 付 け ら れ る 部 分 識 別 標 識 が 多 様 性
に 富 ん で い る 、 改 良 型 複 合 識 別 標 識 を 備 え た 証 券 用 紙 を 製 造 す る こ と が で き る 方 法 及 び 装
置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ れ ら の 目 的 は 、 前 記 第 一 及 び 第 二 の 標 識 付 与 部 署 が 、 認 証 デ ー タ ベ ー ス を 使 用 す る 共
通 の 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 制 御 さ れ 、 該 認 証 デ ー タ ベ ー ス が 、 各 第 一 の 英 数 字 識 別 標 識 に
前 記 第 二 の 識 別 標 識 の 一 つ を 関 連 付 け 、 前 記 処 理 ユ ニ ッ ト が 前 記 第 一 及 び 第 二 の 標 識 付 与
部 署 に 対 し 連 続 的 に 順 序 付 け さ れ た 制 御 信 号 を 発 し 、 そ れ に よ り 、 各 標 識 付 与 部 署 が 、 順
次 決 定 さ れ た 標 識 を 各 証 券 用 紙 上 に 形 成 す る よ う に し 、 該 標 識 が 、 他 の 標 識 付 与 部 署 に よ
り 該 証 券 用 紙 上 に 形 成 さ れ る 標 識 と 一 緒 に 複 合 標 識 を 形 成 可 能 で あ り 、 前 記 第 二 の 標 識 と
前 記 第 一 の 標 識 と が 前 記 規 則 に よ っ て 互 い に 対 応 し て い る 、 方 法 及 び 装 置 に よ っ て 達 成 さ
れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 方 法 は 、 第 二 の 標 識 と 同 様 に 同 じ 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 制 御 さ れ る 、 第 三 又 は そ れ
以 上 の 識 別 標 識 を 付 与 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 従 っ て 、 識 別 標 識 が 単 に 将 来 の 認 証 の た め に 記 録 さ れ る 上 述 し た 従 来 技 術 の 方 法 と は 異
な り 、 本 発 明 に よ る 方 法 で は 、 第 一 の 識 別 標 識 は 一 つ 又 は 複 数 の さ ら な る 識 別 標 識 を 生 成
す る た め に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 好 ま し く は 、 第 一 の 標 識 付 与 部 署 、 第 二 の 標 識 付 与 部 署 、 ひ い て は 後 続 の 標 識 付 与 部 署
が 、 互 い に 異 な る 標 識 技 術 を 使 用 す る の が 好 ま し い 。 例 え ば 、 第 一 の 識 別 標 識 は 機 械 的 活
版 印 刷 （ タ イ ポ グ ラ フ ィ ） 工 程 に よ っ て 形 成 さ れ う る 。 英 数 字 は 、 当 該 技 術 分 野 に お い て
公 知 の １ 組 の 電 子 機 械 的 ナ ン バ リ ン グ ボ ッ ク ス に よ っ て 実 現 す る こ と が で き 、 そ れ ぞ れ の
印 刷 の た め に 選 択 さ れ る 文 字 は 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 制 御 さ れ る 。 第 二 の 識 別 標 識 を 、 証
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券 用 紙 の 別 の 位 置 に 配 置 さ れ か つ 別 の 印 刷 技 術 で 付 着 さ れ た 、 第 一 の 識 別 標 識 と 同 じ 英 数
字 記 号 か ら 構 成 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 好 ま し く は 、 偽 造 を よ り 困 難 に す る た め に 、 第 二 及 び 後 続 の 識 別 標 識 は 、 第 一 の 識 別 標
識 と 同 じ 可 視 記 号 を 有 す る べ き で な い 。 第 二 の 識 別 標 識 は 、 例 え ば 非 可 視 イ ン ク で 実 現 す
る こ と が で き る 。 第 二 の 標 識 は 、 数 学 的 又 は そ の 他 の 論 理 規 則 に よ っ て 第 一 の 識 別 標 識 か
ら 演 算 さ れ る デ ー タ を 具 現 す る も の で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 偽 造 者 が 上 記 の 数 学 /論 理 規 則 を 発 見 で き な い よ う に す る た め に 、 第 二 の 識 別 標 識 に 具
現 さ れ る べ き デ ー タ は ラ ン ダ ム に 生 成 さ れ る デ ー タ で あ っ て も よ く 、 こ れ ら の デ ー タ の そ
れ ぞ れ は 対 応 す る 第 一 の 識 別 標 識 と 関 連 付 け て 認 証 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 複 数 組 の 証 券 用 紙 が 、 個 々 の 証 券 用 紙 が 行 及 び 列 に 配 分 さ れ 互 い に 隣 接 す る フ ィ ー ル ド
を 占 め て い る シ ー ト の 形 に ま と め ら れ て い る 場 合 、 好 ま し く は 、 各 標 識 付 与 部 署 が 複 数 の
構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 を 具 備 し て お り 、 各 標 識 付 与 装 置 の 作 動 領 域 が 一 つ の 列 に 対 応 し て
お り 、 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 発 せ ら れ る 制 御 信 号 が 互 い に 異 な る 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 に
分 配 さ れ 、 各 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 に よ り 受 信 さ れ る 信 号 が 、 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 の 位
置 の 関 数 と し て 認 証 デ ー タ ベ ー ス に よ り 順 次 生 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 態 様 に よ れ ば 、 処 理 ユ ニ ッ ト は 、 既 に 基 本 デ ザ イ ン が 刷 り 込 ま れ
て い る 証 券 用 紙 の シ ー ト 上 の ミ ス プ リ ン ト を 検 出 し て 記 録 す る 装 置 と 結 合 さ れ る 。 一 時 デ
ー タ ベ ー ス を 形 成 す る た め に 、 案 内 マ ー ク は 各 シ ー ト と そ の シ ー ト の ミ ス プ リ ン ト の 記 録
と に 関 連 付 け ら れ る 。 こ の 一 時 デ ー タ ベ ー ス は 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 認 証 デ ー タ ベ ー ス に
結 合 さ れ 、 そ れ に よ り 、 基 本 デ ザ イ ン の ミ ス プ リ ン ト が 検 出 さ れ た フ ィ ー ル ド に お け る 、
標 識 付 与 装 置 の 構 成 要 素 に よ る 識 別 標 識 の 完 成 が 、 処 理 ユ ニ ッ ト に よ っ て 発 せ ら れ る 制 御
信 号 で も っ て ス キ ッ プ さ れ る よ う に す る 。 ミ ス プ リ ン ト は 全 く 識 別 標 識 を 受 け 取 ら な い か
、 又 は こ の ミ ス プ リ ン ト が 無 価 値 で あ る こ と を 示 す 特 殊 な 標 識 を 受 け 取 る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 第 二 及 び 後 続 の 識 別 標 識 を 決 定 す る た め に 、 証 券 用 紙 に 刷 り 込 ま れ た
第 一 の 識 別 標 識 を 読 み 取 る 必 要 は な い 。 た だ し 、 一 組 の 証 券 用 紙 上 に 完 全 な 複 合 識 別 標 識
が 完 成 さ れ た 後 に 、 こ の 一 組 の 証 券 用 紙 が 複 合 識 別 標 識 全 体 の 正 確 な 完 成 を 確 認 す る 検 査
装 置 に 導 か れ る の が 望 ま し い 。 こ の 品 質 管 理 は 第 一 の 認 証 テ ス ト と 見 な す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 証 券 用 紙 の シ ー ト の 識 別 標 識 の 完 成 後 に 証 券 用 紙 の シ ー ト が 、 行 及 び 列 に 沿 っ て 切 断 さ
れ 、 そ れ に よ り 、 互 い に 分 離 さ れ た 証 券 用 紙 の 順 次 連 続 体 が 形 成 さ れ る 。 互 い に 分 離 さ れ
た 証 券 用 紙 の 順 序 が 前 記 英 数 字 識 別 標 識 の 順 序 に 対 応 す る よ う に 、 処 理 ユ ニ ッ ト の 制 御 信
号 が 標 識 付 与 部 署 の 標 識 付 与 装 置 に 配 分 さ れ る 。 ミ ス プ リ ン ト は 証 券 用 紙 の 順 次 連 続 体 か
ら ス キ ッ プ さ れ 、 次 い で 証 券 用 紙 が ス テ ー プ ル 留 め さ れ て 束 に さ れ 、 用 紙 の 束 は 連 続 の 英
数 字 識 別 標 識 を 有 し て い る こ と に な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 次 に 、 本 発 明 に よ る 方 法 の 実 施 例 を 、 添 付 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 シ ー ト に ま と め ら れ 印 刷 機 か ら 排 出 さ れ る 銀 行 券 な い し 手 形 に 順 次 ナ ン バ リ ン グ す る 、
即 ち 番 号 付 け す る こ と が 公 知 で あ り 、 こ の 場 合 、 銀 行 券 の 基 本 デ ザ イ ン が シ ー ト の フ ィ ー
ル ド 全 て に 同 様 に 印 刷 さ れ 、 シ ー ト を 単 一 の 銀 行 券 に 切 断 し て ス テ ー プ ル 留 め し た 後 に 、
連 続 的 に ナ ン バ リ ン グ さ れ た 銀 行 券 の 束 が 形 成 さ れ る よ う に 、 こ れ ら の フ ィ ー ル ド は 単 一
の 銀 行 券 に そ れ ぞ れ 対 応 し て い る 。 処 理 中 に ミ ス プ リ ン ト を 自 動 的 に 排 除 す る こ と も 公 知
で あ る 。 こ の 種 の 方 法 の 特 定 の 実 施 に つ い て は 、 本 願 出 願 人 に 譲 渡 さ れ た 米 国 特 許 第 ５ ，
５ ９ ０ ， ５ ０ ７ 号 明 細 書 中 に よ り 明 確 に 説 明 さ れ て お り 、 そ の 内 容 は 本 明 細 書 に 組 み 込 ま
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れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 添 付 図 面 の 図 １ に 示 さ れ る よ う に 、 シ ー ト １ は 、 送 り 台 ２ 上 に 配 置 さ れ 、 ド ラ ム ３ に 向
け て 案 内 さ れ る 。 こ の ド ラ ム ３ は 、 矢 印 Ａ の 方 向 に 回 転 駆 動 さ れ る と 共 に 、 後 述 さ れ る よ
う に 複 数 の 標 識 付 与 装 置 の 作 動 領 域 に 向 け て シ ー ト １ を 導 く 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 シ ー ト １ は 、 複 数 行 及 び 複 数 列 に 配 置 さ れ た 複 数 の 互 い に 異 な る フ ィ ー ル ド に 分 割 さ れ
、 各 フ ィ ー ル ド は 一 つ の 銀 行 券 を 構 成 す る よ う に な っ て い る 。 図 １ 及 び ２ に 示 さ れ る 例 に
お い て 、 シ ー ト １ は ３ 列 １ １ 、 １ ２ 、 １ ３ 及 び １ ０ 行 １ ～ １ ０ か ら な り 、 各 フ ィ ー ル ド は
図 ２ に お い て 参 照 番 号 ［ 列 、 行 ］ で １ １ １ か ら １ ３ １ ０ ま で を 有 す る 。 全 て の フ ィ ー ル ド
に 同 一 の 基 本 デ ザ イ ン が 印 刷 さ れ る 先 行 ス テ ッ プ 中 に 、 シ ー ト １ に は 図 １ に 示 さ れ る よ う
に 、 列 １ ３ 、 行 ５ 即 ち フ ィ ー ル ド １ ３ ５ に お い て ミ ス プ リ ン ト が 形 成 さ れ て い る 。 こ の ミ
ス プ リ ン ト は 印 刷 機 の 出 口 に お い て 検 出 さ れ て お り 、 こ の 情 報 は シ ー ト １ の 長 さ 方 向 の 余
白 に コ ー ド バ ー の 形 で 案 内 マ ー ク ４ を 印 刷 し た 装 置 （ 図 に は 示 さ れ て い な い ） に 送 ら れ て
い る 。 図 １ に お い て 、 ブ ロ ッ ク ７ は 読 み 取 り 装 置 で あ り 、 読 み 取 り 装 置 は シ ー ト １ に 記 さ
れ た コ ー ド バ ー を 検 出 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 １ に 示 さ れ る ナ ン バ リ ン グ 機 は 、 ド ラ ム の 周 り に 互 い に 離 間 し つ つ ド ラ ム ３ の 周 縁 に
配 置 さ れ た 一 対 の 標 識 付 与 部 署 ５ 及 び ６ を 具 備 す る 。 各 部 署 は 、 列 １ １ 、 １ ２ 、 １ ３ の う
ち の 一 つ の 前 に そ れ ぞ れ 配 置 さ れ た 、 互 い に 類 似 す る 三 つ の 構 成 要 素 標 識 付 与 装 置 ５ １ 、
５ ２ 、 ５ ３ 及 び ６ １ 、 ６ ２ 、 ６ ３ を 具 備 す る 。 構 成 要 素 ５ は 機 械 的 活 版 印 刷 技 術 （ タ イ ポ
グ ラ フ ィ ） に 従 っ て 作 動 す る の に 対 し て 、 構 成 要 素 ６ は 別 の 技 術 、 例 え ば イ ン ク ジ ェ ッ ト
技 術 、 レ ー ザ 式 標 識 付 与 技 術 、 エ ン ボ ス 技 術 、 そ の 他 に 従 っ て 作 動 す る こ と が で き る 。 異
な る 標 識 付 与 部 署 の 数 を ２ よ り も 大 き く す る こ と も で き る 。 機 械 的 活 版 印 刷 の 部 署 ５ の 構
成 要 素 は 、 例 え ば 米 国 特 許 第 ５ ， ６ ６ ０ ， １ ０ ６ 号 明 細 書 が 教 示 す る よ う に 配 置 す る こ と
が で き る 。 機 械 的 ナ ン バ リ ン グ ボ ッ ク ス を 使 用 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 機 械 的 活 版 印 刷 の 利 点 は 、 磁 気 的 セ キ ュ リ テ ィ 及 び Ｉ Ｒ セ キ ュ リ テ ィ の 一 方 又 は 両 方 、
高 解 像 度 、 並 び に わ ず か な 隆 起 に あ る 。 一 方 、 フ ォ ン ト 及 び デ ー タ に 関 し て 融 通 性 に 欠 け
る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 イ ン ク ジ ェ ッ ト 技 術 は そ れ ほ ど 高 い 解 像 度 を 呈 さ ず 、 技 術 的 理 由 か ら 磁 気 的 セ キ ュ リ テ
ィ イ ン ク を 使 用 す る こ と が で き な い 。 し か し 、 こ の 技 術 は フ ォ ン ト 及 び ジ ョ ブ の 変 更 に 関
し て 高 い 融 通 性 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 レ ー ザ 式 標 識 付 与 技 術 は 、 非 常 に 高 い 解 像 度 で 標 識 付 与 す る こ と が で き 、 高 い 融 通 性 を
得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 読 み 取 り 装 置 ７ は 、 さ ま ざ ま な 標 識 付 与 部 署 の 全 て の 構 成 要 素 ５ １ 、 ５ ２ 、 ５ ３ 、 ６ １
、 ６ ２ 、 ６ ３ に 制 御 信 号 を 送 る た め に 配 置 さ れ る 処 理 ユ ニ ッ ト に 接 続 さ れ る 。 構 成 要 素 ５
１ 及 び ６ １ は 列 １ １ の フ ィ ー ル ド に 作 用 し 、 構 成 要 素 ５ ２ 及 び ６ ２ は 列 １ ２ の フ ィ ー ル ド
に 作 用 し 、 構 成 要 素 ５ ３ 及 び ６ ３ は 列 １ ３ の フ ィ ー ル ド に 作 用 す る 。 こ の よ う に し て 、 構
成 要 素 ５ は 銀 行 券 に 通 し 番 号 を 印 刷 し 、 構 成 要 素 ６ は 銀 行 券 の 異 な る 位 置 に こ の 銀 行 券 の
特 定 の 通 し 番 号 に 結 び 付 け ら れ た 第 二 の 部 分 識 別 標 識 を 付 与 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 １ に 示 さ れ る よ う に 、 シ ー ト １ の フ ィ ー ル ド １ ３ ５ は ミ ス プ リ ン ト で あ り 、 コ ー ド バ
ー ４ を 読 み 取 る と き に 読 み 取 り 装 置 ７ は こ の ミ ス プ リ ン ト の 位 置 を 検 出 し て 処 理 ユ ニ ッ ト
に デ ー タ を 送 る 。 こ の 処 理 ユ ニ ッ ト は こ れ ら デ ー タ を 一 時 デ ー タ ベ ー ス に 記 憶 し 、 シ ー ト
１ の 様 々 な 銀 行 券 上 に 形 成 さ れ る べ き 部 分 識 別 標 識 を 順 次 決 定 す べ く 標 識 付 与 装 置 ５ 及 び
６ に 制 御 信 号 が 順 次 送 ら れ る と き に 、 処 理 ユ ニ ッ ト ８ が フ ィ ー ル ド １ ３ ５ を 省 略 す る よ う
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命 令 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 シ ー ト １ の 互 い に 異 な る フ ィ ー ル ド 間 の 相 関 関 係 、 及 び 標 識 付 与 装 置 の 構 成 要 素 ５ １ か
ら ６ ３ ま で の 動 作 の 順 序 を 、 図 １ に お い て ミ ス プ リ ン ト の 検 出 に 関 し て 設 け ら れ た 要 素 ４
， ７ の よ う な コ ー ド バ ー と 読 み 取 り 装 置 と の 協 働 に よ っ て 確 立 す べ き で あ る と い う こ と で
は 、 必 ず し も な い 。 標 識 付 与 装 置 の 構 成 要 素 の 機 能 と シ ー ト １ 内 の フ ィ ー ル ド の 位 置 と の
間 の 他 の 相 関 手 段 を 実 現 す る こ と も で き る 。 い ず れ の 場 合 に も 、 一 時 デ ー タ ベ ー ス の プ ロ
グ ラ ミ ン グ に お け る 要 素 は 、 効 果 的 に 存 在 す る パ タ ー ン に 従 っ た 案 内 マ ー ク ４ の 機 能 と 類
似 の 機 能 を 果 た す 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 図 ２ は 、 ナ ン バ リ ン グ 機 に よ っ て 処 理 さ れ た 後 の シ ー ト １ の 外 観 を 示 し て い る 。 各 フ ィ
ー ル ド １ １ １ か ら １ ３ １ ０ ま で に は 、 フ ィ ー ル ド １ ３ ５ を 除 い て 、 銀 行 券 を 順 次 決 定 す る
完 全 な 識 別 標 識 が 付 与 さ れ る 。 部 分 標 識 ５ ０ は 通 し 番 号 で あ り 、 部 分 標 識 ６ ０ は 例 え ば 通
し 番 号 に 結 び 付 け ら れ た 機 械 で 読 み 取 り 可 能 な 画 像 情 報 又 は 図 形 で あ る 。 フ ィ ー ル ド １ ３
５ に は 識 別 標 識 が 付 与 さ れ ず 、 そ の 結 果 切 断 し て ミ ス プ リ ン ト を 分 離 し た 後 に は 、 有 価 銀
行 券 が 続 き の 通 し 番 号 を 有 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ド ラ ム ３ か ら 離 れ る と き に 、 シ ー ト １ は 検 査 装 置 ９ の 前 を 通 る よ う に 導 か れ 、 こ の 検 査
装 置 ９ は 識 別 標 識 が 正 確 に 付 与 さ れ た か 否 か を 確 認 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 米 国 特 許 第 ５ ， ５ ９ ０ ， ５ ０ ７ 号 明 細 書 に よ っ て 教 示 さ れ る よ う に 、 更 に 、 ス テ ー プ ル
留 め し 、 切 断 し 、 束 に す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 当 業 者 に は 、 標 識 付 与 部 署 ５ の 構 成 要 素 ５ １ 、 ５ ２ 、 ５ ３ と 標 識 付 与 部 署 ６ の 構 成 要 素
６ １ 、 ６ ２ 、 ６ ３ と を 例 え ば 別 個 の 機 械 の 互 い に 異 な る ド ラ ム 上 に 配 置 で き る こ と が 分 か
る だ ろ う 。 こ の 場 合 、 処 理 ユ ニ ッ ト ８ は 、 両 方 の 機 械 に 接 続 さ れ て マ ー ク ４ を 使 用 す る 際
に 一 方 の 機 械 か ら 他 方 の 機 械 に デ ー タ を 伝 送 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
【 図 １ 】 図 １ は 、 銀 行 券 に ナ ン バ リ ン グ す る た め の ナ ン バ リ ン グ 機 の 概 略 部 分 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ は 、 図 １ の ナ ン バ リ ン グ 機 か ら 排 出 さ れ た 状 態 に あ る 銀 行 券 の シ ー ト の 単 純
化 さ れ た 略 図 で あ る 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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【 国 際 調 査 報 告 】
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